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韮崎市こども計画 新旧対照表 

 

第５章 子ども・子育て支援事業計画 

第３節 地域子ども・子育て支援事業の量の⾒込み、提供体制の確保の内容及び実施時期

変更後 変更前 

（13）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） （13）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

【事業の内容】 
（略）   

（単位︓⼈） 

   

 

                                

 

 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

①量の⾒込み － 5 5 5 5 

 
０歳児 － 2 2 2 2 

1・2歳

児 
－ 3 3 3 3 

②確保の内容 － 12 12 12 12 

 
０歳児 － 3 3 3 3 

1・2歳

児 
－ 9 9 9 9 

②－① － 7 7 7 7 

【事業の内容】 
（略） 

（単位︓⼈） 

 
 

 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

①量の⾒込み － 5 5 5 5 

 

０歳児 － 2 2 2 2 

１歳児 － 2 2 2 2 

２歳児 － 1 1 1 1 

②確保の内容 － 5 5 5 5 

 

０歳児 － 2 2 2 2 

１歳児 － 2 2 2 2 

２歳児 － 1 1 1 1 

②－① － 0 0 0 0 
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第4節 教育・保育の一体的提供と提供体制の確保

変更後 変更前 

子育て世帯を取り巻く情勢の変化により、教育・保育及び子育て支援事業に対するニ

ーズはさらに多様化と⾼まりを⾒せていくと予想されます。施設や事業の規模、内容な

どを随時検討する中で、本市の実情に合った提供体制の整備を⾏っていくものとしま

す。 

 また、幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである

ことから、幼稚園、保育所、認定こども園等の施設類型を問わず、教育・保育の質の確

保、向上を図るため、市内幼稚園等の施設⻑による会議での継続的な情報共有や施設職

員による意⾒交換の場の設定、研修の機会の確保などに努めるとともに、全ての子ども

たちの連続した学びの機会や生活と学びの基盤づくりを保障するため、教育・保育施

設、地域型保育事業者、乳児等通園支援事業者、また小学校等との連携を促進していき

ます。 

子育て世帯を取り巻く情勢の変化により、教育・保育及び子育て支援事業に対するニ

ーズはさらに多様化と⾼まりを⾒せていくと予想されます。施設や事業の規模、内容な

どを随時検討する中で、本市の実情に合った提供体制の整備を⾏っていくものとしま

す。 

 また、幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである

ことから、幼稚園、保育所、認定こども園等の施設類型を問わず、教育・保育の質の確

保、向上を図るため、市内幼稚園等の施設⻑による会議での継続的な情報共有や施設職

員による意⾒交換の場の設定、研修の機会の確保などに努めるとともに、全ての子ども

たちの連続した学びの機会や生活と学びの基盤づくりを保障するため、教育・保育施  

設と地域型保育事業者           、また小学校等との連携を促進していき

ます。 

 

 

 

 


